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旭川市災害廃棄物処理計画の改定の方向性について 

 

１ 策定の経過                                            

 旭川市災害廃棄物処理計画（以下「本計画」という。）は，阪神淡路大震災（平成 7 年）

や東日本大震災（平成 23年）など大規模災害の発生に伴い大量の廃棄物が発生したことを

受け，国が示す方針や方向性に基づき，災害時に発生する廃棄物を適正かつ迅速に処理する

こと，災害時において廃棄物に起因する初期の混乱を最小限にすることを目的として，国が

示す災害廃棄物対策指針や旭川市地域防災計画と整合を図り平成 30 年 8 月に策定しまし

た。本計画の概要については，資料３－２で示す内容のとおりです 

 

２ 改定の趣旨                                               

 本計画の策定中及び策定後に，関東・東北豪雨（平成 27年）や熊本地震（平成 28年）

など新たな大規模災害にかかる知見が積み重ねられ，国の災害廃棄物対策指針が改定さ

れたことをはじめ，北海道の北海道災害廃棄物処理計画の策定，市の旭川市洪水ハザード

マップが改定されるなど，本計画に関わる指針や計画の改定や策定があったところです。 

 本計画においては，状況の変化に合わせ計画の追加・修正を行うこととしているため，

こうした状況の変化を受けて，策定当初の目的は踏襲しながら所要の見直しを行い，本計

画を改定するものです。 

 

【本計画を取り巻く状況の変化（関連する指針や計画の状況）】 
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３ 想定している主な改定内容                            

 ○ 大規模水害における想定被害及び廃棄物発生量の見直し 

  本計画では，現在，当時のハザードマップに基づき 100 年から 150 年に 1 度の大雨に

よる大規模水害の被害を想定していますが，ハザードマップが改定され，災害規模が

1,000年に 1度起こる大雨の想定に変更されているため，これに準じて想定被害及び廃棄

物発生量を見直します。 

 

 

   

 

 

 

 

 ○ 処理必要量及び仮置場の再検討 

  上記の見直しに伴い，災害廃棄物の処理必要量や仮置場の必要面積量も変わってくる

ため，新たな施設の整備など本市を取り巻く状況も踏まえながら，災害廃棄物の適切な処

理方法等について再検討を行い本計画に反映させます。 

 

 ○ 受援体制の再整理 

  国の災害廃棄物対策指針の改定，北海道の災害廃棄物処理計画の策定，本市の災害時受

援計画の策定等の状況を踏まえ，地域ブロック※内外における北海道を中心とする各市町

村との連携について再整理するとともに，近年の災害においてボランティアが重要な役

割を果たしていることから，本計画の協力・支援体制にボランティアを明確に位置付けま

す。 
 

  ※全国を北海道，東北，関東，中部，近畿，中国，四国，九州の 8ブロックに区分し，各ブロックには

地方環境事務所，都道府県，市町村で構成される協議会を設置し，平時・災害時に様々な取組を推進し

ています。 

 

 ○ 初動期対応（業務）内容の充実 

  国の災害廃棄物対策指針の改定，災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き

の内容を踏まえ，発災直後には，特に混乱が予想されることから，職員の安全確認や組織

体制の確保など，初動期に必要な業務の内容を本計画においてより詳細に定めることで

充実を図ります。 

 

 ○ その他 

  各指針や計画の変更内容，社会情勢の変化，本市の組織体制や廃棄物処理実績などの現

状を踏まえて，これらと整合性を図りながら必要な修正を行います。 

【参考】現計画による大規模水害発生時の主な想定内容 

●避難者数：56,500人 ●被災建築物数：29,640 棟 ●がれき発生量：144,897ｔ 

●避難所ごみ発生量：31.4ｔ/日 ●し尿収集必要量：188.5㎘/日  

※ハザードマップにより市内の住所ごとの浸水状況を把握し，各住所における建築物数と災

害時の想定原単位を用いるなどして各数値を算出する。 
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４ 今後の想定スケジュール                       

  現時点では，以下のスケジュールに基づき本計画の改定作業を進めることを想定してい

ます。 

 


